
 

 

 

○貸し借り(利用権設定)の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

○貸し借りの期間 

・利用権設定期間は原則として年単位で、１年から１０年の間で設定できます。 

・１０年間を超える期間設定はできません。 

○契約の更新 

・利用権設定は、契約期間の満了により自動的に利用権が所有者に戻ります。引き続き、農 

地の貸し借りをする場合は、改めて「農用地利用集積計画作成申出書」を提出いただ 

くことで継続できます。 

○貸し借りの解約 

・契約期間中でも貸し手、借り手双方の合意により解約通知書を提出いただくことで解 

除することができます。 

○利用権設定のスケジュール 

市への 

「農用地利用集積計画作成

申出書」提出期限 

「農用地利用集積計画」 

公告日 

利用権設定の 

開始日 

１月末 ３月下旬 ４月１日 

２月末 ４月下旬 ５月１日 

３月末 ５月下旬 ６月１日 

４月末 ６月下旬 ７月１日 

５月末 ７月下旬 ８月１日 

６月末 ８月下旬 ９月１日 

７月末 ９月下旬 10 月１日 

８月末 10 月下旬 11 月１日 

９月末 11 月下旬 12 月１日 

10 月末 12 月下旬 １月１日 

11 月末 １月下旬 ２月１日 

12 月末 ２月下旬 ３月１日 

 

農地の貸し借りの手続きについて 

貸し手と借り手で(期

間、貸借料など) ご

相談、話し合ってくだ

さい 

「農用地利用集積計

画作成申出書」を農

都政策課へ提出くだ

さい 

農業委員会の決定を

経て「農用地利用集積

計画」を公告すること

で利用権の効力発生 

相談・話し合い 申し込み 成 立 

※「農用地利用集積計画作成申出書」は市役所農都政策課、各支所に備え付けております。 


